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令
和
四
年
四
月
十
一
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
七
、六
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一
三
三

山
梨
県
公
報

第
二
百
七
十
五
号

令
和
四
年四

月
十
一
日

月　曜　日

目

次

告

示

○
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
道
路
位
置
指
定	

一
三
三

公
安
委
員
会

○
信
号
機
の
設
置
等
交
通
規
制
の
告
示
の
一
部
改
正	

一
三
三

○
高
速
自
動
車
国
道
中
央
自
動
車
道
等
の
自
動
車
の
通
行
禁
止
制
限
そ
の
他
の
交
通
規
制

　

告
示
の
一
部
改
正　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

	

一
三
六

○
山
梨
県
警
察
防
犯
カ
メ
ラ
設
置
促
進
事
業
補
助
金
交
付
要
綱	

一
三
七

正

誤

○
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
付
号
外
第
十
八
号
中
（
二
件
）	

一
五
四

告　
　
　

示

山
梨
県
告
示
第
九
十
九
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
道
路

の
位
置
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
告
示
す
る
。
そ
の
関
係
図
書
は
、
山
梨
県
富
士
・
東
部
建
設
事

務
所
（
吉
田
支
所
を
除
く
。
）
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
四
月
十
一
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

一　

指
定
の
年
月
日　

令
和
四
年
三
月
三
十
日

二　

指
定
道
路
の
位
置　

都
留
市
古
川
渡
字
新
井
二
百
八
十
二
番
四

三　

指
定
道
路
の
幅
員　

四
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

四　

指
定
道
路
の
延
長　

十
二
・
六
七
メ
ー
ト
ル

公
安
委
員
会

山
梨
県
公
安
委
員
会
告
示
第
三
十
四
号

信
号
機
の
設
置
、
車
両
の
通
行
禁
止
、
制
限
そ
の
他
の
交
通
規
制
（
昭
和
四
十
九
年
山
梨
県
公
安
委

員
会
告
示
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
と
お
り
改
正
し
、
関
係
道
路
標
識
等
が
設
置
又
は
撤
去
さ
れ
た

日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
山
梨
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
五
年
山
梨
県
公
安

委
員
会
規
則
第
七
号
）
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
四
月
十
一
日

　

山
梨
県
公
安
委
員
会

委 

員 

長　
　

武　
　

田　
　

信　
　

彦

別
表
第
一
中

をに
改
め
る
。

別
表
第
四
の
二
五
八
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二
五
八

国
道
二

〇
号

笛
吹
市
石
和
町
四
日
市

場
一
、
八
二
五
番
地
先

（
国
道
二
〇
号
上
り
線

の
分
岐
部
）
か
ら
笛
吹

市
石
和
町
四
日
市
場
一

、
八
二
九
番
地
一
先
（

分
岐
道
路
と
市
道
と
の

丁
字
路
交
差
点
）
ま
で

（
八
〇
メ
ー
ト
ル
）

車
両

車
両
進
行

西
か
ら
東

へ終
日

笛
吹

令
和
四
年
四
月
一

一
日
告
示
第
三
四
号

別
表
第
四
の
六
二
四
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

七
六

甲
府
市
屋
形
一
丁
目
一
番
四
号
先
（

県
道
天
神
平
甲
府
線
と
市
道
塔
岩
塚

原
線
と
の
交
差
点
）

梨
大
附
属
小
北
昭
和
五
九
年
一
一
月
一
五
日

告
示
第
五
三
号

「

「

七
六

甲
府
市
屋
形
一
丁
目
一
番
四
号
先
（

県
道
天
神
平
甲
府
線
と
市
道
と
の
十

字
路
交
差
点
）

北
新
小
北

令
和
四
年
四
月
一
一
日

告
示
第
三
四
号

「

「

六
二
五

市
道

山
梨
市
上
神
内
川
一
〇

七
番
地
一
先
（
山
梨
市

駅
南
口
ロ
ー
タ
リ
ー
）

（
一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
）

車
両

車
両
進
行

ロ
ー
タ
リ

ー
入
口
か

ら
ロ
ー
タ

リ
ー
内
を

時
計
回
り

終
日

日
下
部

令
和
四
年
四
月
一

一
日

告
示
第
三
四
号

六
二
六

国
道
二

〇
号

大
月
市
大
月
町
花
咲
四

二
七
番
地
先
（
大
月
イ

ン
タ
ー
入
口
交
差
点
南

西
側
左
折
導
流
部
）
（

四
〇
メ
ー
ト
ル
）

車
両

車
両
進
行

東
か
ら
西

へ終
日

大
月

令
和
四
年
四
月
一

一
日
告
示
第
三
四
号
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梨
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第
二
百
七
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五
号
　
　
令
和
四
年
四
月
十
一
日

一
三
四

別
表
第
十
の
八
八
八
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

八
八
八

主
要
地

方
道
甲

府
市
川

三
郷
線

西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
上
野
六
〇
五

番
地
先

四

鰍
沢

令
和
四
年
四
月
一

一
日
告
示
第
三
四
号

別
表
第
十
の
二
、
〇
〇
六
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二
、
〇
〇
六

市
道

笛
吹
市
石
和
町
松
本
一
、
四
四
二
番

地
二
〇
（
市
立
石
和
北
小
学
校
正
門

前
）

一

笛
吹

令
和
四
年
四
月
一

一
日
告
示
第
三
四
号

別
表
第
十
の
三
、
四
三
五
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三
、
四
三
五

国
道
二

〇
号

大
月
市
大
月
町
花
咲
四
二
七
番
地
先

三

大
月

令
和
四
年
四
月
一

一
日
告
示
第
三
四
号

別
表
第
十
の
三
、
六
九
九
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三
、
六
九
九

廃
止

笛
吹

令
和
四
年
四
月
一

一
日
告
示
第
三
四
号

別
表
第
十
の
五
、
一
八
七
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

五
、
一
八
七

国
道
二

〇
号
（

大
月
バ

イ
パ
ス

）

大
月
市
大
月
二
丁
目
一
〇
番
一
二
号

先

二

大
月

令
和
四
年
四
月
一

一
日
告
示
第
三
四
号

別
表
第
十
の
五
、
六
四
八
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
第
五
の
一
八
四
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一
八
四

廃
止

南
部

令
和
四
年
四
月
一

一
日
告
示
第
三
四
号

別
表
第
六
の
六
一
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

六
一

主
要
地

方
道
甲

府
市
川

三
郷
線

甲
府
市
幸
町
九
番
三
〇

号
先
（
遠
光
寺
東
交
差

点
）

西
進
す

る
車
両

終
日

南
甲
府

令
和
四
年
四
月
一

一
日
告
示
第
三
四
号

別
表
第
六
の
一
六
五
の
項
及
び
一
六
六
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一
六
五

市
道

甲
府
市
幸
町
九
番
三
三

号
先
（
遠
光
寺
東
交
差

点
）

南
進
す

る
車
両

七
時
か

ら
九
時

ま
で
、

一
六
時

か
ら
一

八
時
ま

で

南
甲
府

令
和
四
年
四
月
一

一
日
告
示
第
三
四
号

一
六
六

主
要
地

方
道
甲

府
中
央

右
左
口

線

甲
府
市
伊
勢
二
丁
目
一

番
一
号
先
（
遠
光
寺
東

交
差
点
）

北
進
す

る
車
両

七
時
か

ら
九
時

ま
で
、

一
六
時

か
ら
一

八
時
ま

で

南
甲
府

令
和
四
年
四
月
一

一
日
告
示
第
三
四
号

別
表
第
六
の
四
二
四
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

四
二
四

廃
止

南
部

令
和
四
年
四
月
一

一
日
告
示
第
三
四
号

別
表
第
七
の
九
一
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

九
一

町
道

中
巨
摩
郡
昭
和
町
西
条
五

、
〇
一
六
番
地
先
（
西
条

交
差
点
北
側
十
字
路
交
差

点
）

東
進
す

る
車
両

終
日

南
甲
府

令
和
四
年
四
月

一
一
日

告
示
第
三
四
号

六
二
五

市
道

山
梨
市
上
神
内
川
一
〇

七
番
地
一
先
（
山
梨
市

駅
南
口
ロ
ー
タ
リ
ー
）

（
一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
）

車
両

車
両
進
行

ロ
ー
タ
リ

ー
入
口
か

ら
ロ
ー
タ

リ
ー
内
を

時
計
回
り

終
日

日
下
部

令
和
四
年
四
月
一

一
日
告
示
第
三
四
号

六
二
六

国
道
二

〇
号

大
月
市
大
月
町
花
咲
四

二
七
番
地
先
（
大
月
イ

ン
タ
ー
入
口
交
差
点
南

西
側
左
折
導
流
部
）
（

四
〇
メ
ー
ト
ル
）

車
両

車
両
進
行

東
か
ら
西

へ終
日

大
月

令
和
四
年
四
月
一

一
日
告
示
第
三
四
号

五
、
六
四
九

町
道

西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
上
野
一
、
〇

二
八
番
地
一
先

二

鰍
沢

令
和
四
年
四
月
一

一
日
告
示
第
三
四
号

五
、
六
五
〇

市
道

笛
吹
市
石
和
町
砂
原
八
六
三
番
地
三

先

二

笛
吹

令
和
四
年
四
月
一

一
日
告
示
第
三
四
号

五
、
六
五
一

市
道

山
梨
市
上
神
内
川
七
七
番
地
三
先

二

日
下
部

令
和
四
年
四
月
一

一
日
告
示
第
三
四
号

五
、
六
五
二

市
道

甲
州
市
塩
山
下
塩
後
四
〇
五
番
地
先

二

日
下
部

令
和
四
年
四
月
一

一
日
告
示
第
三
四
号

五
、
六
五
三

市
道

山
梨
市
上
神
内
川
一
〇
七
番
地
一
先

一

日
下
部

令
和
四
年
四
月
一

一
日
告
示
第
三
四
号

五
、
六
五
四

国
道
二

〇
号

大
月
市
大
月
町
花
咲
四
二
七
番
地
先

（
大
月
イ
ン
タ
ー
入
口
交
差
点
南
西

側
左
折
導
流
部
）

一

大
月

令
和
四
年
四
月
一

一
日
告
示
第
三
四
号



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
百
七
十
五
号
　
　
令
和
四
年
四
月
十
一
日

一
三
五

別
表
第
十
五
の
四
五
六
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

四
五
六

国
道
二

〇
号
（

大
月
バ

イ
パ
ス

）

大
月
市
大
月
町
花
咲

四
二
七
番
地
先
（
大

月
イ
ン
タ
ー
入
口
交

差
点
）
か
ら
大
月
市

駒
橋
二
丁
目
五
番
五

号
先
（
駒
橋
交
差
点

）
ま
で
の
両
側

二
、
九
七
〇

車
両

終
日

大
月

令
和
四
年

四
月
一
一

日告
示
第
三

四
号

別
表
第
十
六
の
一
、
六
〇
七
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一
、
六
〇
七

県
道
石

和
温
泉

停
車
場

松
本
線

笛
吹
市
石
和
町
松
本
一
、
〇
三
四
番

地
先
（
松
本
踏
切
南
側
十
字
路
交
差

点
・
南
進
車
両
）

笛
吹

令
和
四
年
四
月
一

一
日
告
示
第
三
四
号

別
表
第
十
六
の
二
、
五
四
三
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二
、
五
四
三

削
除

笛
吹

令
和
四
年
四
月
一

一
日
告
示
第
三
四
号

別
表
第
十
六
の
一
二
、
一
〇
〇
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
第
十
四
の
一
、
六
三
九
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一
、
六

三
九

町
道

西
八
代
郡
市
川
三
郷

町
市
川
大
門
三
、
四

八
〇
番
地
先
（
新
田

橋
東
詰
交
差
点
）
か

ら
西
八
代
郡
市
川
三

郷
町
上
野
一
、
〇
二

八
番
地
一
先
（
町
道

同
士
の
十
字
路
交
差

点
）
ま
で
の
両
側

二
八
〇

車
両
（

原
付
・

け
ん
引

①
②
③

を
除
く

。
）

五
〇

鰍
沢

令
和
四
年

四
月
一
一

日告
示
第
三

四
号

別
表
第
十
四
の
一
、
六
四
一
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一
、
六

四
一

国
道
二

〇
号
（

大
月
バ

イ
パ
ス

）

大
月
市
大
月
町
花
咲

四
二
七
番
地
先
（
大

月
イ
ン
タ
ー
入
口
交

差
点
）
か
ら
大
月
市

駒
橋
二
丁
目
五
番
五

号
先
（
駒
橋
交
差
点

）
ま
で
の
両
側

二
、
九
七
〇

車
両
（

原
付
・

け
ん
引

①
②
③

を
除
く

。
）

五
〇

大
月

令
和
四
年

四
月
一
一

日告
示
第
三

四
号

別
表
第
十
四
の
一
、
七
七
三
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

五
、
六
四
九

町
道

西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
上
野
一
、
〇

二
八
番
地
一
先

二

鰍
沢

令
和
四
年
四
月
一

一
日
告
示
第
三
四
号

五
、
六
五
〇

市
道

笛
吹
市
石
和
町
砂
原
八
六
三
番
地
三

先

二

笛
吹

令
和
四
年
四
月
一

一
日
告
示
第
三
四
号

五
、
六
五
一

市
道

山
梨
市
上
神
内
川
七
七
番
地
三
先

二

日
下
部

令
和
四
年
四
月
一

一
日
告
示
第
三
四
号

五
、
六
五
二

市
道

甲
州
市
塩
山
下
塩
後
四
〇
五
番
地
先

二

日
下
部

令
和
四
年
四
月
一

一
日
告
示
第
三
四
号

五
、
六
五
三

市
道

山
梨
市
上
神
内
川
一
〇
七
番
地
一
先

一

日
下
部

令
和
四
年
四
月
一

一
日
告
示
第
三
四
号

五
、
六
五
四

国
道
二

〇
号

大
月
市
大
月
町
花
咲
四
二
七
番
地
先

（
大
月
イ
ン
タ
ー
入
口
交
差
点
南
西

側
左
折
導
流
部
）

一

大
月

令
和
四
年
四
月
一

一
日
告
示
第
三
四
号

一
、
七

七
四

町
道

西
八
代
郡
市
川
三
郷

町
上
野
一
、
二
七
九

番
地
三
先
（
国
道
一

四
〇
号
と
の
十
字
路

交
差
点
）
か
ら
西
八

代
郡
市
川
三
郷
町
上

野
二
、
八
三
六
番
地

先
（
芦
川
駅
入
口
交

差
点
）
ま
で
の
両
側

九
二
〇

車
両
（

原
付
・

け
ん
引

①
②
③

を
除
く

。
）

五
〇

鰍
沢

令
和
四
年

四
月
一
一

日告
示
第
三

四
号

一
、
七

七
五

市
道

笛
吹
市
八
代
町
増
利

四
六
五
番
地
一
先
（

県
道
藤
垈
石
和
線
と

市
道
と
の
丁
字
路
交

差
点
）
か
ら
笛
吹
市

石
和
町
砂
原
八
六
三

番
地
三
先
（
市
道
同

士
の
十
字
路
交
差
点

）
ま
で
の
両
側

七
八
〇

車
両
（

原
付
・

け
ん
引

①
②
③

を
除
く

。
）

五
〇

笛
吹

令
和
四
年

四
月
一
一

日告
示
第
三

四
号

一
、
七

七
四

町
道

西
八
代
郡
市
川
三
郷

町
上
野
一
、
二
七
九

番
地
三
先
（
国
道
一

四
〇
号
と
の
十
字
路

交
差
点
）
か
ら
西
八

代
郡
市
川
三
郷
町
上

野
二
、
八
三
六
番
地

先
（
芦
川
駅
入
口
交

差
点
）
ま
で
の
両
側

九
二
〇

車
両
（

原
付
・

け
ん
引

①
②
③

を
除
く

。
）

五
〇

鰍
沢

令
和
四
年

四
月
一
一

日告
示
第
三

四
号

一
、
七

七
五

市
道

笛
吹
市
八
代
町
増
利

四
六
五
番
地
一
先
（

県
道
藤
垈
石
和
線
と

市
道
と
の
丁
字
路
交

差
点
）
か
ら
笛
吹
市

石
和
町
砂
原
八
六
三

番
地
三
先
（
市
道
同

士
の
十
字
路
交
差
点

）
ま
で
の
両
側

七
八
〇

車
両
（

原
付
・

け
ん
引

①
②
③

を
除
く

。
）

五
〇

笛
吹

令
和
四
年

四
月
一
一

日告
示
第
三

四
号

一
二
、
一
〇
一

市
道

甲
府
市
相
生
一
丁
目
九
番
八
号
先
（

市
道
同
士
の
十
字
路
交
差
点
・
南
進

車
両
）

甲
府

令
和
四
年
四
月
一

一
日
告
示
第
三
四
号

一
二
、
一
〇
二

市
道

甲
府
市
飯
田
三
丁
目
八
番
二
号
先
（

市
道
同
士
の
丁
字
路
交
差
点
・
西
進

車
両
）

甲
府

令
和
四
年
四
月
一

一
日
告
示
第
三
四
号

一
二
、
一
〇
三

町
道

西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
上
野
一
、
〇

三
六
番
地
先
（
町
道
同
士
の
十
字
路

交
差
点
・
西
進
車
両
）

鰍
沢

令
和
四
年
四
月
一

一
日
告
示
第
三
四
号

一
二
、
一
〇
四

町
道

西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
上
野
一
、
〇

二
八
番
地
一
先
（
町
道
同
士
の
十
字

路
交
差
点
・
東
進
車
両
）

鰍
沢

令
和
四
年
四
月
一

一
日
告
示
第
三
四
号

一
二
、
一
〇
五

市
道

笛
吹
市
石
和
町
山
崎
一
一
六
番
地
三

一
先
（
石
岡
橋
南
詰
・
東
進
車
両
）

笛
吹

令
和
四
年
四
月
一

一
日
告
示
第
三
四
号

一
二
、
一
〇
六

市
道

笛
吹
市
八
代
町
増
利
四
六
五
番
地
一

先
（
県
道
藤
垈
石
和
線
と
市
道
と
の

丁
字
路
交
差
点
・
東
進
車
両
）

笛
吹

令
和
四
年
四
月
一

一
日
告
示
第
三
四
号

一
二
、
一
〇
七

市
道

山
梨
市
上
神
内
川
七
七
番
地
三
先
（

山
梨
市
駅
南
口
ロ
ー
タ
リ
ー
出
口
・

東
進
車
両
）

日
下
部

令
和
四
年
四
月
一

一
日
告
示
第
三
四
号



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
百
七
十
五
号
　
　
令
和
四
年
四
月
十
一
日

一
三
六

別
表
第
十
九
の
二
二
五
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

二
二
六

町
道

西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
上
野
一
、
二
七

九
番
地
三
先
（
国
道
一
四
〇
号
と
の
十

字
路
交
差
点
）
か
ら
西
八
代
郡
市
川
三

郷
町
上
野
二
、
八
三
六
番
地
先
（
芦
川

駅
入
口
交
差
点
）
ま
で
の
両
側
歩
道
（

九
二
〇
メ
ー
ト
ル
）

鰍
沢

令
和
四
年
四
月
一
一
日

告
示
第
三
四
号

二
二
七

国
道
二

〇
号
（

大
月
バ

イ
パ
ス

）

大
月
市
大
月
町
花
咲
四
二
七
番
地
先
（

大
月
イ
ン
タ
ー
入
口
交
差
点
）
か
ら
大

月
市
大
月
二
丁
目
一
〇
番
一
二
号
先
（

都
留
高
校
南
交
差
点
）
ま
で
の
南
側
歩

道
（
一
、
四
七
〇
メ
ー
ト
ル
）

大
月

令
和
四
年
四
月
一
一
日

告
示
第
三
四
号

別
表
第
三
十
三
の
五
五
九
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

五
五
九

削
除

大
月

令
和
四
年
四
月
一

一
日
告
示
第
三
四
号

山
梨
県
公
安
委
員
会
告
示
第
三
十
五
号

高
速
自
動
車
国
道
中
央
自
動
車
道
等
の
自
動
車
の
通
行
の
禁
止
制
限
そ
の
他
の
交
通
規
制
（
昭
和
四

十
九
年
山
梨
県
公
安
委
員
会
告
示
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
と
お
り
改
正
し
、
関
係
道
路
標
識
等
が

設
置
又
は
撤
去
さ
れ
た
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
山
梨
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
（
昭
和

三
十
五
年
山
梨
県
公
安
委
員
会
規
則
第
七
号
）
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
四
月
十
一
日

　

山
梨
県
公
安
委
員
会

委 

員 

長　
　

武　
　

田　
　

信　
　

彦

別
表
第
一
の
一
七
一
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
第
十
七
の
一
、
三
四
三
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一
、
三
四
三

国
道
二

〇
号
（

大
月
バ

イ
パ
ス

）

大
月
市
大
月
町
花

咲
四
二
七
番
地
先

（
大
月
イ
ン
タ
ー

入
口
交
差
点
）
か

ら
大
月
市
駒
橋
二

丁
目
五
番
五
号
先

（
駒
橋
交
差
点
）

ま
で
の
両
側

二
、
九
七
〇

車
両

終
日

大
月

令
和
四
年

四
月
一
一

日告
示
第
三

四
号

別
表
第
十
七
の
一
、
四
一
〇
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

一
、
四
一
一

市
道

笛
吹
市
八
代
町
増

利
四
六
五
番
地
一

先
（
県
道
藤
垈
石

和
線
と
市
道
と
の

丁
字
路
交
差
点
）

か
ら
笛
吹
市
石
和

町
砂
原
八
六
三
番

地
三
先
（
市
道
同

士
の
十
字
路
交
差

点
）
ま
で
の
両
側

七
八
〇

車
両

終
日

笛
吹

令
和
四
年

四
月
一
一

日告
示
第
三

四
号

一
、
四
一
二

市
道

山
梨
市
上
神
内
川

一
〇
七
番
地
一
先

（
山
梨
市
駅
南
口

ロ
ー
タ
リ
ー
）

一
〇
〇

車
両

終
日

日
下
部

令
和
四
年

四
月
一
一

日告
示
第
三

四
号

別
表
第
十
九
の
一
七
七
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一
二
、
一
〇
一

市
道

甲
府
市
相
生
一
丁
目
九
番
八
号
先
（

市
道
同
士
の
十
字
路
交
差
点
・
南
進

車
両
）

甲
府

令
和
四
年
四
月
一

一
日
告
示
第
三
四
号

一
二
、
一
〇
二

市
道

甲
府
市
飯
田
三
丁
目
八
番
二
号
先
（

市
道
同
士
の
丁
字
路
交
差
点
・
西
進

車
両
）

甲
府

令
和
四
年
四
月
一

一
日
告
示
第
三
四
号

一
二
、
一
〇
三

町
道

西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
上
野
一
、
〇

三
六
番
地
先
（
町
道
同
士
の
十
字
路

交
差
点
・
西
進
車
両
）

鰍
沢

令
和
四
年
四
月
一

一
日
告
示
第
三
四
号

一
二
、
一
〇
四

町
道

西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
上
野
一
、
〇

二
八
番
地
一
先
（
町
道
同
士
の
十
字

路
交
差
点
・
東
進
車
両
）

鰍
沢

令
和
四
年
四
月
一

一
日
告
示
第
三
四
号

一
二
、
一
〇
五

市
道

笛
吹
市
石
和
町
山
崎
一
一
六
番
地
三

一
先
（
石
岡
橋
南
詰
・
東
進
車
両
）

笛
吹

令
和
四
年
四
月
一

一
日
告
示
第
三
四
号

一
二
、
一
〇
六

市
道

笛
吹
市
八
代
町
増
利
四
六
五
番
地
一

先
（
県
道
藤
垈
石
和
線
と
市
道
と
の

丁
字
路
交
差
点
・
東
進
車
両
）

笛
吹

令
和
四
年
四
月
一

一
日
告
示
第
三
四
号

一
二
、
一
〇
七

市
道

山
梨
市
上
神
内
川
七
七
番
地
三
先
（

山
梨
市
駅
南
口
ロ
ー
タ
リ
ー
出
口
・

東
進
車
両
）

日
下
部

令
和
四
年
四
月
一

一
日
告
示
第
三
四
号

一
七
七

町
道

西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
市
川
大
門
三
、

四
八
〇
番
地
先
（
新
田
橋
東
詰
交
差
点

）
か
ら
西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
上
野
一

、
〇
二
八
番
地
一
先
（
町
道
同
士
の
十

字
路
交
差
点
）
ま
で
の
両
側
歩
道
（
二

八
〇
メ
ー
ト
ル
）

鰍
沢

令
和
四
年
四
月
一
一
日

告
示
第
三
四
号

一
七
七

町
道

西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
市
川
大
門
三
、

四
八
〇
番
地
先
（
新
田
橋
東
詰
交
差
点

）
か
ら
西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
上
野
一

、
〇
二
八
番
地
一
先
（
町
道
同
士
の
十

字
路
交
差
点
）
ま
で
の
両
側
歩
道
（
二

八
〇
メ
ー
ト
ル
）

鰍
沢

令
和
四
年
四
月
一
一
日

告
示
第
三
四
号

一
七
二

中
央
自
動
車
道

富
士
吉
田
線
（

大
月
イ
ン
タ
ー

チ
ェ
ン
ジ
F
ラ

ン
プ
）

大
月
市
大
月
町
花
咲
四

二
三
番
地
先
（
大
月
イ

ン
タ
ー
入
口
交
差
点
北

西
側
左
折
導
流
部
）
（

二
五
メ
ー
ト
ル
）

自
動
車

終
日

高
速

令
和
四
年
四
月

一
一
日

告
示
第
三
五
号

一
七
三

中
央
自
動
車
道

富
士
吉
田
線
（

大
月
イ
ン
タ
ー

チ
ェ
ン
ジ
E
ラ

ン
プ
）

大
月
市
大
月
町
花
咲
四

二
五
番
地
先
（
大
月
イ

ン
タ
ー
入
口
交
差
点
北

東
側
左
折
導
流
部
）
（

二
五
メ
ー
ト
ル
）

自
動
車

終
日

高
速

令
和
四
年
四
月

一
一
日

告
示
第
三
五
号



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
百
七
十
五
号
　
　
令
和
四
年
四
月
十
一
日

一
三
七

住
民
が
不
安
に
感
じ
る
事
案
（
子
供
・
女
性
に
対
す
る
声
掛
け
事
案
な
ど
）
の
発
生
を
抑
止
す
る

目
的
で
設
置
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　

三　

特
定
の
場
所
に
継
続
的
に
設
置
し
て
、
道
路
、
公
園
そ
の
他
不
特
定
多
数
の
者
が
利
用
す
る
場

所
を
撮
影
し
、
録
画
機
能
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
補
助
対
象
者
）

第
四
条
　
補
助
金
の
交
付
の
申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
次
の
全
て
の
要
件
を
満
た
す
市
町
村

及
び
自
治
組
織
等
と
す
る
。

　

一　

防
犯
カ
メ
ラ
を
設
置
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
設
置
場
所
の
所
有
者
等
の
同
意
（
当
該
設
置
場
所

が
道
路
等
の
公
共
施
設
で
あ
る
場
合
は
、
当
該
公
共
施
設
の
管
理
者
の
同
意
）
を
得
る
こ
と
。

　

二　

防
犯
カ
メ
ラ
を
設
置
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）

そ
の
他
の
法
令
に
基
づ
く
許
可
等
が
必
要
な
場
合
に
は
、
当
該
許
可
等
を
受
け
る
こ
と
。

　

三　

自
治
組
織
等
の
場
合
は
、
申
請
に
係
る
防
犯
カ
メ
ラ
の
設
置
に
つ
い
て
、
市
町
村
の
同
意
を
得

る
こ
と
。

（
補
助
対
象
経
費
及
び
補
助
率
等
）

第
五
条
　
こ
の
補
助
金
の
交
付
の
対
象
と
な
る
経
費
及
び
補
助
率
等
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

一　

補
助
対
象
経
費
は
、
防
犯
カ
メ
ラ
（
録
画
装
置
及
び
付
属
品
を
含
む
。
）
、
防
犯
カ
メ
ラ
の
位

置
を
示
す
プ
レ
ー
ト
の
購
入
及
び
こ
れ
ら
の
設
置
に
要
す
る
経
費
と
し
、
維
持
管
理
費
や
地
代
、

占
用
料
は
含
ま
な
い
。

　

二　

補
助
率
は
、
補
助
対
象
経
費
の
二
分
の
一
以
内
と
し
、
千
円
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
場
合
は
そ

の
端
数
を
切
り
捨
て
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
他
の
交
付
金
や
助
成
金
等
（
以
下
「
助
成
金

等
」
と
い
う
。
）
を
活
用
す
る
場
合
は
、
先
に
助
成
金
等
を
充
当
す
る
こ
と
と
し
、
自
己
負
担
額

の
二
分
の
一
以
内
を
補
助
す
る
。

三　

補
助
金
の
額
の
上
限
は
、
カ
メ
ラ
一
台
に
つ
き
三
十
万
円
と
す
る
。

（
補
助
金
の
交
付
申
請
）

第
六
条
　
補
助
金
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
「
申
請
者
」
と
い
う
。
）
は
、
補
助
金
交
付

申
請
書
（
第
一
号
様
式
）
に
関
係
書
類
を
添
え
て
、
別
に
定
め
る
日
ま
で
に
、
本
部
長
に
申
請
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2　

本
部
長
は
、
補
助
金
の
交
付
申
請
を
受
理
し
た
と
き
は
、
必
要
に
応
じ
て
現
地
調
査
等
を
行
う
も

の
と
し
、
申
請
者
は
、
当
該
現
地
調
査
等
に
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
補
助
金
の
交
付
決
定
）

第
七
条
　
本
部
長
は
、
補
助
金
の
交
付
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
内
容
を
審
査
し
、
適
当
で
あ
る

と
認
め
た
と
き
は
、
補
助
金
の
交
付
の
決
定
を
行
う
も
の
と
す
る
。

2　

本
部
長
は
、
補
助
金
の
交
付
決
定
を
し
た
と
き
は
、
補
助
金
交
付
決
定
通
知
書
（
第
二
号
様
式
）

に
よ
り
、
申
請
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

別
表
第
二
の
二
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

削
除

高
速

令
和
四
年
四
月

一
一
日

告
示
第
三
五
号

山
梨
県
警
察
本
部
長
告
示
第
十
三
号

山
梨
県
警
察
防
犯
カ
メ
ラ
設
置
促
進
事
業
補
助
金
交
付
要
綱
を
定
め
た
の
で
、
次
の
と
お
り
告
示
す

る
。

令
和
四
年
四
月
十
一
日

　

山
梨
県
警
察
本
部

本 

部 
長　
　

伊　
　

藤　
　

隆　
　

行

山
梨
県
警
察
防
犯
カ
メ
ラ
設
置
促
進
事
業
補
助
金
交
付
要
綱

（
趣
旨
）

第
一
条
　
山
梨
県
警
察
本
部
長
（
以
下
「
本
部
長
」
と
い
う
。
）
は
、
防
犯
カ
メ
ラ
の
設
置
促
進
を
推

進
す
る
た
め
、
山
梨
県
警
察
防
犯
カ
メ
ラ
設
置
促
進
事
業
に
要
す
る
経
費
に
対
し
、
予
算
の
範
囲
内

で
補
助
金
を
交
付
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
交
付
に
つ
い
て
は
、
山
梨
県
補
助
金
等
交
付
規
則
（
昭
和

三
十
八
年
山
梨
県
規
則
第
二
十
五
号
）
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
要
綱
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

る
。

（
目
的
）

第
二
条
　
地
域
住
民
の
身
近
で
起
き
る
犯
罪
及
び
地
域
住
民
が
不
安
に
感
じ
る
事
案
の
発
生
を
抑
止
す

る
た
め
、
山
梨
県
内
の
市
、
町
又
は
村
（
以
下
「
市
町
村
」
と
い
う
。
）
及
び
地
域
の
防
犯
活
動
に

取
り
組
も
う
と
す
る
地
域
住
民
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
自
治
組
織
、
組
合
又
は
団
体
（
以
下
「
自
治
組

織
等
」
と
い
う
。
）
が
防
犯
カ
メ
ラ
を
設
置
す
る
た
め
に
要
し
た
経
費
に
対
し
て
補
助
金
を
交
付
す

る
こ
と
に
よ
り
、
防
犯
カ
メ
ラ
の
設
置
促
進
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
補
助
対
象
事
業
）

第
三
条
　
補
助
金
の
交
付
の
対
象
と
な
る
事
業
（
以
下
「
補
助
事
業
」
と
い
う
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る

全
て
の
要
件
を
満
た
し
た
事
業
と
す
る
。

一　

山
梨
県
内
に
新
た
に
防
犯
カ
メ
ラ
を
設
置
す
る
事
業
で
あ
る
こ
と
。

　

二　

地
域
住
民
の
身
近
で
起
き
る
犯
罪
（
侵
入
窃
盗
、
乗
り
物
盗
、
車
上
ね
ら
い
な
ど
）
及
び
地
域

一
七
二

中
央
自
動
車
道

富
士
吉
田
線
（

大
月
イ
ン
タ
ー

チ
ェ
ン
ジ
F
ラ

ン
プ
）

大
月
市
大
月
町
花
咲
四

二
三
番
地
先
（
大
月
イ

ン
タ
ー
入
口
交
差
点
北

西
側
左
折
導
流
部
）
（

二
五
メ
ー
ト
ル
）

自
動
車

終
日

高
速

令
和
四
年
四
月

一
一
日

告
示
第
三
五
号

一
七
三

中
央
自
動
車
道

富
士
吉
田
線
（

大
月
イ
ン
タ
ー

チ
ェ
ン
ジ
E
ラ

ン
プ
）

大
月
市
大
月
町
花
咲
四

二
五
番
地
先
（
大
月
イ

ン
タ
ー
入
口
交
差
点
北

東
側
左
折
導
流
部
）
（

二
五
メ
ー
ト
ル
）

自
動
車

終
日

高
速

令
和
四
年
四
月

一
一
日

告
示
第
三
五
号



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
百
七
十
五
号
　
　
令
和
四
年
四
月
十
一
日

一
三
八

知
す
る
。

（
補
助
事
業
の
変
更
等
）

第
十
条
　
申
請
者
は
、
補
助
事
業
の
変
更
又
は
中
止
（
廃
止
）
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
補
助
事
業

変
更
・
中
止
（
廃
止
）
承
認
申
請
書
（
第
四
号
様
式
）
に
関
係
書
類
を
添
え
て
、
本
部
長
に
提
出

し
、
そ
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
補
助
事
業
の
目
的
の
達
成
に
支
障
を
き
た

さ
な
い
事
業
計
画
の
細
部
の
変
更
で
あ
っ
て
、
交
付
決
定
を
受
け
た
補
助
金
の
額
の
増
減
を
伴
わ
な

い
場
合
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
補
助
事
業
の
変
更
等
承
認
の
通
知
）

第
十
一
条
　
本
部
長
は
、
前
条
の
申
請
書
の
提
出
を
受
け
た
と
き
は
、
申
請
内
容
を
審
査
す
る
と
と
も

に
、
必
要
に
応
じ
て
現
地
調
査
等
を
行
い
、
適
当
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
変
更
又
は
中
止
（
廃

止
）
の
承
認
を
行
う
も
の
と
す
る
。

2　

本
部
長
は
、
前
項
の
決
定
を
し
た
と
き
は
、
補
助
事
業
変
更
・
中
止
（
廃
止
）
承
認
通
知
書
（
第

五
号
様
式
）
に
よ
り
、
申
請
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
事
情
変
更
に
よ
る
補
助
金
の
交
付
決
定
の
取
消
し
等
）

第
十
二
条
　
本
部
長
は
、
補
助
金
の
交
付
決
定
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
後
の
事
情
変
更
に
よ
り

特
別
の
必
要
が
生
じ
た
と
き
は
、
補
助
金
の
交
付
決
定
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
取
り
消
し
、
又
は

そ
の
決
定
の
内
容
若
し
く
は
こ
れ
に
付
し
た
条
件
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2　

本
部
長
は
、
前
項
の
決
定
を
し
た
と
き
は
、
補
助
金
交
付
決
定
取
消
・
条
件
変
更
通
知
書
（
第
六

号
様
式
）
に
よ
り
、
申
請
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
立
入
検
査
等
）

第
十
三
条
　
本
部
長
は
、
補
助
金
の
適
正
な
執
行
の
た
め
、
こ
の
要
綱
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い

て
、
申
請
者
に
対
し
、
当
該
補
助
金
を
活
用
し
て
設
置
し
た
防
犯
カ
メ
ラ
の
管
理
状
況
等
を
確
認
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

2　

本
部
長
は
、
防
犯
カ
メ
ラ
の
管
理
状
況
等
を
確
認
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
申

請
者
に
対
し
て
報
告
を
求
め
、
又
は
職
員
に
当
該
申
請
者
の
事
務
所
等
に
立
ち
入
ら
せ
、
帳
簿
書
類

そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
、
若
し
く
は
関
係
者
に
対
し
て
質
問
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
実
績
報
告
等
）

第
十
四
条
　
申
請
者
は
、
補
助
事
業
が
完
了
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
、
一
月
を
経
過
し
た
日
又
は
当
該

完
了
日
の
属
す
る
年
度
の
二
月
の
最
終
の
平
日
の
い
ず
れ
か
早
い
期
日
ま
で
に
、
事
業
実
績
報
告
書

（
第
七
号
様
式
）
に
関
係
書
類
を
添
え
て
、
本
部
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
事
業
完
了
の
確
認
検
査
）

第
十
五
条
　
本
部
長
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
事
業
実
績
報
告
書
を
受
理
し
た
と
き
は
、
設
置
さ
れ
た

防
犯
カ
メ
ラ
が
補
助
事
業
の
条
件
を
満
た
し
て
い
る
か
確
認
検
査
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
補
助
金
の
額
の
確
定
通
知
）

3　

申
請
者
は
、
前
項
の
通
知
を
受
け
る
前
に
、
当
該
申
請
に
係
る
防
犯
カ
メ
ラ
の
購
入
に
係
る
契
約

及
び
設
置
に
関
す
る
工
事
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。

（
補
助
金
の
交
付
の
条
件
）

第
八
条
　
本
部
長
は
、
補
助
金
の
交
付
の
決
定
を
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
補
助
金
の
交
付

の
条
件
と
す
る
も
の
と
す
る
。

　

一　

山
梨
県
警
察
防
犯
カ
メ
ラ
設
置
促
進
事
業
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
基
づ
き
、
次
に
掲
げ
る

事
項
を
規
定
す
る
管
理
規
程
等
を
定
め
る
こ
と
。

イ　

防
犯
カ
メ
ラ
の
設
置
目
的

ロ　

防
犯
カ
メ
ラ
の
設
置
者
及
び
管
理
責
任
者
の
指
定

ハ　

防
犯
カ
メ
ラ
設
置
場
所
、
設
置
台
数
、
撮
影
範
囲
及
び
設
置
の
表
示

ニ　

撮
影
さ
れ
た
画
像
の
保
管
場
所
、
保
存
期
間
等
の
管
理

ホ　

撮
影
さ
れ
た
画
像
の
利
用
及
び
提
供
の
制
限

ヘ　

保
守
点
検

ト　

問
合
せ
、
苦
情
等
へ
の
対
応

　

二　

防
犯
カ
メ
ラ
の
設
置
場
所
に
、
防
犯
カ
メ
ラ
を
設
置
し
て
い
る
旨
及
び
当
該
防
犯
カ
メ
ラ
の
設

置
団
体
の
名
称
を
記
載
し
た
プ
レ
ー
ト
等
を
設
置
し
、
周
知
を
図
る
こ
と
。

　

三　

補
助
事
業
に
よ
り
取
得
し
た
財
産
は
、
善
良
な
管
理
者
の
注
意
を
も
っ
て
適
正
に
管
理
す
る
と

と
も
に
、
補
助
金
の
交
付
の
目
的
に
従
っ
て
そ
の
効
率
的
な
運
用
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
。

　

四　

補
助
事
業
の
執
行
に
際
し
て
は
、
県
が
行
う
契
約
手
続
の
取
扱
い
に
準
じ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
。

　

五　

申
請
者
は
、
暴
力
団
員
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三

年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

同
じ
。
）
又
は
暴
力
団
（
同
法
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
を
い
う
。
）
若
し
く
は
暴
力

団
員
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
者
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

六　

防
犯
カ
メ
ラ
の
機
能
維
持
の
た
め
、
定
期
的
に
保
守
点
検
を
行
う
こ
と
。

七　

そ
の
他
、
こ
の
要
綱
の
定
め
に
従
う
こ
と
。

（
申
請
の
取
下
げ
）

第
九
条
　
申
請
者
は
、
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
理
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
通
知

に
係
る
補
助
金
の
交
付
の
決
定
の
内
容
又
は
こ
れ
に
付
さ
れ
た
条
件
に
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
補
助

金
交
付
申
請
取
下
書
（
第
三
号
様
式
）
を
、
交
付
決
定
通
知
を
受
理
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
二
十
日

を
経
過
す
る
日
ま
で
に
本
部
長
に
提
出
し
、
申
請
の
取
下
げ
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2　

前
項
に
よ
る
申
請
の
取
下
げ
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
申
請
に
係
る
補
助
金
の
交
付
の
決
定
は
消

滅
し
、
本
部
長
は
、
補
助
金
交
付
決
定
消
滅
通
知
書
（
第
三
号
様
式
の
二
）
に
よ
り
、
申
請
者
に
通
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第
十
六
条
　
本
部
長
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
確
認
を
し
た
結
果
、
設
置
さ
れ
た
防
犯
カ
メ
ラ
が
補
助

事
業
の
条
件
を
満
た
し
て
い
る
と
き
は
、
交
付
す
る
補
助
金
の
額
を
確
定
し
、
補
助
金
額
確
定
通
知

書
（
第
八
号
様
式
）
に
よ
り
申
請
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
補
助
金
の
交
付
及
び
請
求
）

第
十
七
条
　
補
助
金
は
、
精
算
払
の
方
法
に
よ
り
交
付
す
る
。

2　

申
請
者
は
、
補
助
金
の
確
定
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
補
助
金
交
付
請
求
書
（
第
九
号
様
式
）
に

よ
り
本
部
長
に
補
助
金
の
交
付
を
請
求
す
る
も
の
と
す
る
。

（
防
犯
カ
メ
ラ
の
画
像
の
提
供
等
）

第
十
八
条
　
補
助
対
象
者
は
、
補
助
事
業
を
実
施
し
た
後
、
警
察
か
ら
犯
罪
捜
査
等
へ
の
協
力
依
頼
が

あ
っ
た
場
合
は
、
防
犯
カ
メ
ラ
の
画
像
の
提
供
等
、
必
要
な
協
力
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
財
産
の
処
分
の
制
限
）

第
十
九
条
　
申
請
者
は
、
補
助
事
業
に
よ
り
取
得
し
た
財
産
（
以
下
「
取
得
財
産
」
と
い
う
。
）
に
つ

い
て
は
、
本
部
長
が
補
助
金
交
付
の
目
的
及
び
減
価
償
却
資
産
の
耐
用
年
数
等
に
関
す
る
省
令
（
昭

和
四
十
年
大
蔵
省
令
第
十
五
号
）
を
勘
案
し
て
別
に
定
め
る
期
間
（
以
下
「
財
産
処
分
制
限
期
間
」

と
い
う
。
）
を
経
過
す
る
ま
で
は
、
本
部
長
の
承
認
を
受
け
な
い
で
、
取
得
財
産
を
補
助
金
の
交
付

の
目
的
に
反
し
て
使
用
し
、
譲
渡
し
、
交
換
し
、
貸
し
付
け
、
又
は
担
保
に
供
し
て
は
な
ら
な
い
。

2　

申
請
者
は
、
前
項
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
財
産
処
分
承
認
申
請
書
（
第
十
号
様

式
）
を
本
部
長
に
提
出
し
、
そ
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
お
、
財
産
処
分
制
限
期
間
を
経
過
し
な
い
で
、
取
得
財
産
を
廃
棄
す
る
場
合
も
同
様
と
す
る
。

3　

本
部
長
は
、
前
項
の
申
請
書
の
提
出
を
受
け
た
と
き
は
、
申
請
内
容
を
審
査
し
、
適
当
で
あ
る
と

認
め
る
と
き
は
、
財
産
処
分
の
承
認
を
行
う
こ
と
と
し
、
財
産
処
分
承
認
通
知
書
（
第
十
一
号
様

式
）
に
よ
り
、
申
請
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

4　

本
部
長
は
、
第
一
項
の
承
認
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
原
則
と
し
て
交
付
し
た
補
助
金

の
う
ち
取
得
財
産
を
補
助
金
の
交
付
の
目
的
に
反
し
て
使
用
し
、
譲
渡
し
、
交
換
し
、
貸
し
付
け
、

又
は
担
保
に
供
し
た
と
き
か
ら
財
産
処
分
制
限
期
間
が
経
過
す
る
ま
で
の
期
間
に
相
当
す
る
分
を
返

還
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

（
書
類
の
保
管
）

第
二
十
条
　
補
助
事
業
に
係
る
帳
簿
及
び
証
拠
書
類
は
、
当
該
補
助
事
業
終
了
の
年
度
の
翌
年
度
か
ら

起
算
し
て
五
年
間
、
整
備
保
管
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
そ
の
他
）

第
二
十
一
条
　
こ
の
要
綱
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
補
助
金
の
交
付
に
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定

め
る
。附

則

こ
の
要
綱
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
百
七
十
五
号
　
　
令
和
四
年
四
月
十
一
日

一
四
〇

第1号様式（第6条関係）



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
百
七
十
五
号
　
　
令
和
四
年
四
月
十
一
日

一
四
一

第1号様式の2（第6条関係）



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
百
七
十
五
号
　
　
令
和
四
年
四
月
十
一
日

一
四
二

第1様式の3（第6条関係）



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
百
七
十
五
号
　
　
令
和
四
年
四
月
十
一
日

一
四
三

第2号様式（第7条関係）



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
百
七
十
五
号
　
　
令
和
四
年
四
月
十
一
日

一
四
四

第3号様式（第9条関係）



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
百
七
十
五
号
　
　
令
和
四
年
四
月
十
一
日

一
四
五

第3号様式の2（第9条関係）



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
百
七
十
五
号
　
　
令
和
四
年
四
月
十
一
日

一
四
六

第4号様式（第10条関係）



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
百
七
十
五
号
　
　
令
和
四
年
四
月
十
一
日

一
四
七

第5号様式（第11条関係）



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
百
七
十
五
号
　
　
令
和
四
年
四
月
十
一
日

一
四
八

第6号様式（第12条関係）



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
百
七
十
五
号
　
　
令
和
四
年
四
月
十
一
日

一
四
九

第7号様式（第14条関係）



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
百
七
十
五
号
　
　
令
和
四
年
四
月
十
一
日

一
五
〇

第8号様式（第16条関係）



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
百
七
十
五
号
　
　
令
和
四
年
四
月
十
一
日

一
五
一

第9号様式（第17条関係）



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
百
七
十
五
号
　
　
令
和
四
年
四
月
十
一
日

一
五
二

第10号様式（第19条関係）



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
百
七
十
五
号
　
　
令
和
四
年
四
月
十
一
日

一
五
三

第11号様式（第19条関係）



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
百
七
十
五
号
　
　
令
和
四
年
四
月
十
一
日

一
五
四

「推
進
統
括
官

」
は
「推
進
監

」
の
誤
り
。

三
ペ
ー
ジ
下
段
十
行
目
中

「
別
表
第
一
の
2
の
表
中
」
は
「
別
表
第
一
の
2
の
表
中
「出

先
機
関
名　
　

出
先
機
関
名
の
略

字

　
　

」
を
「出
先
機
関
の
名
称

出
先
機
関
の
名
称
の
略
字

」
に
、
」
の
誤
り
。

正　
　
　

誤

○　

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
（
号
外
第
十
八
号
）
公
布
山
梨
県
訓
令
甲
第
二
号
（
山
梨
県
公
印
規
程

の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
）

二
ペ
ー
ジ
上
段
十
七
行
目
か
ら
十
八
行
目
の
「
男
女
共
同
参
画
・
共
生
社
会
推
進
統
括
官
の
」
を
削

除
す
る
。

○　

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
（
号
外
第
十
八
号
）
公
布
山
梨
県
訓
令
甲
第
五
号
（
山
梨
県
行
政
文
書

管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
）

三
ペ
ー
ジ
上
段
七
行
目
か
ら
十
七
行
目
ま
で
は
次
の
と
お
り
の
誤
り
。

第
二
条
第
一
項
第
八
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

八
の
二　

課
等　

課
又
は
山
梨
県
行
政
組
織
規
則
第
十
二
条
の
三
第
三
項
に
規
定
す
る
男
女
共
同
参

画
・
共
生
社
会
推
進
監
を
い
う
。

第
二
条
第
一
項
第
九
号
中
「
課
の
長
」
の
下
に
「
又
は
男
女
共
同
参
画
・
共
生
社
会
推
進
監
」
を
加

え
、
同
項
第
十
一
号
中
「
課
」
を
「
課
等
」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
二
項
中
「
所
属
の
長
」
を
「
課
長
又
は
出
先
機
関
の
長
（
以
下
「
所
属
の
長
」
と
い

う
。
）
」
に
改
め
る
。

　

第
五
条
第
一
項
中
「
に
文
書
管
理
主
任
」
を
「
は
、
文
書
管
理
主
任
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中

「
課
に
」
を
「
課
等
に
」
に
改
め
る
。

第
六
条
第
一
項
中
「
に
文
書
管
理
担
当
者
」
を
「
は
、
文
書
管
理
担
当
者
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
課
名
又
は
出
先
機
関
名
」
を
「
課
等
の
名
称
又
は
出
先
機
関
の

名
称
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
第
一
項
中
「
課
に
」
を
「
課
等
に
」
に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
第
三
項
中
「
部
局
」
を
「
部
等
」
に
、
「
課
の
」
を
「
課
等
の
」
に
改
め
る
。

第
二
十
七
条
中
「
知
事
政
策
局
秘
書
グ
ル
ー
プ
」
を
「
知
事
政
策
局
秘
書
課
」
に
改
め
る
。

第
三
十
一
条
第
一
項
中
「
課
は
」
を
「
課
等
は
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定

中
「
課
」
を
「
課
等
」
に
改
め
、
同
条
第
八
項
中
「
課
は
」
を
「
課
等
は
」
に
改
め
る
。

第
三
十
六
条
第
一
項
中
「
課
は
」
を
「
課
等
は
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
課
内
」
を
「
課
等

内
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
課
は
」
を
「
課
等
は
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
課
は
」
を
「
課

等
は
」
に
、
「
課
の
」
を
「
課
等
の
」
に
改
め
る
。

第
四
十
一
条
第
四
項
中
「
課
に
」
を
「
課
等
に
」
に
改
め
る
。

三
ペ
ー
ジ
上
段
二
十
行
目
中

「
別
表
第
一
の
1
の
表
中
」
は
「
別
表
第
一
の
1
の
表
中
「課

名　
　
　

課
名
の
略
字　
　
　

」

を
「課
等
の
名
称

課
等
の
名
称

」
に
、
」
の
誤
り
。

三
ペ
ー
ジ
上
段
二
十
三
行
目
中


